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本報告書の調査は、個人所属マックスエアー式ドリフターＸＰ－Ｒ５０

３Ｌ型（超軽量動力機）他９件の航空事故に関し、航空・鉄道事故調査委

員会設置法及び国際民間航空条約第１３附属書にしたがい、航空・鉄道事

故調査委員会により、航空事故の原因を究明し、事故の防止に寄与するこ

とを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたも

のではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅰ マックスエアー式ドリフターＸＰ－Ｒ５０３Ｌ型
超軽量動力機
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航空事故調査報告書

型 式：マックスエアー式ドリフターＸＰ－Ｒ５０３Ｌ型

舵面操縦型超軽量動力機（複座）

識別記号：ＪＲ１０６８

発生日時：平成１４年６月２３日 １２時４５分ごろ

発生場所：大分県日田郡上津江村

平成１４年９月１８日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 勝 野 良 平

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 山 根 三郎

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

マックスエアー式ドリフターＸＰ－Ｒ５０３Ｌ型ＪＲ１０６８は、平成１４年６月

２３日（日 、操縦者のみが搭乗し、大分県日田郡上津江村大字上野田の駐車場から）

離陸し、レジャー飛行を行ったのち同駐車場に１２時４５分ごろ着陸した際、同駐車

場のフェンスに衝突した。

搭乗者の死傷 操縦者 重傷

航空機の損壊 小破 火災発生なし

１ ２ 航空事故調査の概要．

主管航空事故調査官が、平成１４年６月２４日、現場調査を実施した。

原因関係者から意見聴取を行った。
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２ 認定した事実

２.１ 航空機乗組員等に関する情報

操縦者 男性６１歳

総飛行時間 約２５０時間

最近３０日間の飛行時間 約２時間

同型式機による飛行時間 約２５０時間

（上記時間は操縦者の口述による）

２.２ 航空機に関する情報

2.2.1 航空機

型 式 マックスエアー式ドリフターＸＰ－Ｒ５０３Ｌ型

総飛行時間 約２５０時間

（上記時間は操縦者の口述による）

事故当時の重量及び重心位置 重量は２３８kg、重心位置は５５cmと推算さ

れ、許容範囲内と推定される。

2.2.2 エンジン

型 式 ロータックス式５０３型

総使用時間 約２５０時間

（上記時間は操縦者の口述による）

2.2.3 航空機各部の損壊の状況

(1) 胴体 風防破損

(2) 主翼 右翼端擦過痕

２.３ 気象に関する情報

負傷した操縦者を搬送した大分県の防災ヘリコプターの機長によれば事故当時の現

場付近の気象は、次のとおりであった。

、 、 、 、天気 くもり 北ないし北北西の風 ７～８kt 視程 ３０km 雲高 ５,０００ft

気温１８℃
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２.４ 現場調査

2.4.1 現場の状況

事故当時、離着陸に使用した駐車場には、操縦者が当該駐車場に乗り入れた車両

以外に駐車していた車両は無かった。この駐車場は、北東から南東にかけて細長い

形状をしており、長辺約２５０ｍ、短辺約１００ｍであった。事故機は、駐車場の

南西にある高さ約１.５ｍのフェンスに激突し、フェンスの編み目を突き破り、フ

ェンスの鉄枠が操縦席にくい込んでいた。

また、タイヤがスリップしたと考えられる痕跡が、事故機が停止していた位置か

ら進入方向に向かって約１９ｍの長さにわたって断続的に残されており、同じく事

故機が停止していた位置から約１７～３０ｍの地点までの約１３ｍにわたって右主

翼が地表に接触したと考えられる痕跡が残されていた。

離着陸に使用した駐車場の標高は８６４～８６９ｍあり、進入方向に沿って約２

％の下り勾配となっていた。駐車場の進入端の東側約６００ｍには標高１,０４０

ｍの尾ノ岳の山頂があり、同北側には駐車場の標高に比べて約２０ｍの高さの小高

い丘があり、杉林となっていた。また、選択した進入経路の進入端付近も杉林とな

っており、その土地は駐車場の整地面に比べて３～５ｍ高く、杉の高さは７～１０

ｍであった。駐車場は、離着陸のために、進入方向に沿って約３００ｍの長さを確

保することができる。

（付図１、２、３、及び写真１、２参照）

2.4.2 飛行の経過

事故に至るまでの経過は、操縦者によれば概略次のとおりであった。

最近は、エンジンの調子が悪く、部品交換をしていたので暫く飛行はしてい

なかった。オートポリスの駐車場からのフライトは、先週の６月１６日に続い

て２回目だった。

当日は、約３５リットルの燃料を積み、１１時ごろオートポリスの駐車場か

ら離陸して、谷間を飛行しながら阿蘇の外輪山をとおり、駐車場から南へ約

１０kmの地点まで行った。ここで３～４回旋回したあと、もと来た経路を戻っ

たが、飛行中の気流は安定していた。

オートポリスの駐車場の上空には１２時３０分ごろに到着し、北北東側から

約３０ktの進入速度で着陸を４回試みたがうまくいかず、いずれも着陸復行を

行った。事故時は５回目の着陸の試みだった。５回目も着陸復行を行おうとし

たが、電線が目の前に迫っており、引っかかると思ったので着陸を強行した。

着地は駐車場の衝突したフェンスから５０ｍくらいのところだったが、少しジ

ャンプしてしまったので制動がうまくできず、フェンスに激突してしまった。
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なお、事故の第一発見者が携帯電話により１１９番通報を行った時刻が１２時

４８分ごろであることから、事故発生時刻は、その数分前の１２時４５分ごろと考

えられる。また、操縦者のけがの状況は収容された病院での診断の結果、肋骨骨折

等の重傷であることが判明した。

２.５ その他必要な事項

2.5.1 本飛行に関し、航空法第１１条第１項ただし書、同法第２８条第３項及び同

法第７９条ただし書の許可は取得していなかった。

2.5.2 航空法第１１条第１項ただし書の許可の運用基準において、超軽量動力機の

燃料タンク容量は３０リットル以下と定められているが、操縦者は、当初から装備

されている容量１９リットルの燃料タンクに加えて、後部座席に１８リットルのポ

リタンクを取り付け、増設タンクとして使用していた。

３ 事実を認定した理由

３.１ 操縦者の口述及び機体調査の結果から、事故機の機体及びエンジンに異常は

なかったものと推定される。

３.２ 操縦者の口述から、事故の１週間前に２時間ほどの飛行を行ったほかは１年

以上にわたり飛行実績が無く、操縦技量が低下していた可能性が考えられる。

３.３ 事故当時、事故現場付近には北～北北西の方向から風速約４ｍ（７～８kt）

の風が吹いていたものと推定され、進入端付近の地形を考慮すると接地点付近までは

ほぼ真後ろからの追い風であったものと考えられる。また、2.4.1で述べたとおり、

地形の影響で大きな進入角を確保する必要があり、駐車場は進入方向に沿って約２％

の下り勾配となっていた。

杉林を越えて進入するためには駐車場端を約１５ｍの高さで通過する必要があると

考えられるが、８゜の進入角を設定したと仮定した場合、進入経路と地表面との交点

は駐車場端から１２０ｍの位置となる。しかし、着地の衝撃を和らげるための機首の

引き起こし操作を行う必要があり、駐車場端から１５０ｍ以内の地点に接地すること

は困難であったものと推定される。

また、進入角を８゜として対地速度から降下率を計算すると、無風の場合で約
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４２０ft/min(約２.１m/s）、追い風成分が４m/sの場合で約５３０ft/min（約２.７m/s）

を維持する必要があったものと推定された。

したがって、追い風の場合の降下率は無風の場合に比べて大きくする必要があり、

引き起こし操作を開始する時期の見極めが難しくなる。引き起こし操作が急で、時期

が早い場合には接地点が大きく延びることとなる。

本事故においては、2.4.1で述べたように駐車場は約３００ｍの長さが使用可能で

はあったものの、接地までに駐車場端から約２５０ｍの長さが必要となり、接地がフ

ェンスから約５０ｍの地点となったものと推定される。また、スリップ痕がフェンス

から約３０ｍの地点から始まっていることから、フェンスに衝突するまでの間に十分

な減速ができなかったものと推定される。

なお、同型式機の仕様書によれば、滑走路が平面の場合の着陸滑走距離は７５ｍが

必要とされており、約２％の下り勾配の場合にはさらに長い距離が必要であると考え

られる。

４ 原 因

本事故は、同機が追い風の中を大きな降下角で進入したが、適切な引き起こし操作

ができず、操縦者が一旦は着陸復行を決断したが、目前の電線を考慮して着陸を強行

したことにより接地点が延びたため、十分な停止距離を得ることができず、駐車場の

フェンスに激突し、操縦者が重傷を負ったことによるものと推定される。
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付図１事故現場周辺図  
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付図２ 駐車場見取図 

 

付図３ 駐車場断面図 
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付図４ マックスエアー式ドリフターＸＰ-Ｒ５０３Ｌ型 
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写真１ 進入方向の山間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ 事故機 
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